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　COVID-19 のパンデミックも 3 年が経過し、ワクチン接種の進展や治療薬の普及、オミクロン株へ
の置き換わりによって、対策は変化し、５月には感染症法上の位置づけも５類感染症に変更されます。
COVID-19 は、危機管理から疾病対策への移行の段階を迎えていますが、危機はこれからも必ずやっ
てきます。こうした新たな感染症危機への備えとして、昨年 12 月には感染症法が改正され、今年には
厚生労働省に新たに感染症対策部が設置されます。医師としての専門性や現場感覚を生かしつつ、今
後の日本の健康危機管理政策の立案・実行に関与できるやりがいが感じられる職場です。
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サイエンスと政策を橋渡しする

　感染症対策はエビデンスに基づくことが求められます。
COVID-19のような未知の新興感染症に対しては、断片的
にでも得られた病原体の生物学的知見、疫学的知見、臨床的
な知見に加え、過去の経験なども総動員して、新たな感染症
を評価し、最も適切な対策を考えなければなりません。一方、
科学的エビデンスは、様々な関係
者に「翻訳」して伝えられなけれ
ば政策には結びつきません。我々
専門家の持つ科学的知見を翻訳
し、対策に落とし込んで実行して
いく橋渡しをするのは、医系技官
の重要な役割です。
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医系技官の新型コロナウイルス対策の関わりに
期待すること
　新型コロナウイルスへの対応では公衆衛生・臨床の現場で
様々な課題が生じます。そのなかには構造的な問題のため、
制度を作るなどして対応せねばならない課題が多々ありま
す。危機管理対応もあります。また新型コロナウイルス感染
症は未曾有の感染症であるため、今までの感染症対応では経
験の無いことばかりです。医系技
官の皆さんが私達現場の人間から
から多くの事実を引き出し、議論
を行い、国民に資する優れた政策
を編み出して実行してくださるこ
とに大いに期待しています。 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
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　新型コロナウイルスが国内外で確認
された初期の段階から、大臣官房審議
官、医政局長、そして内閣官房新型コ
ロナウイルス等感染症対策推進室長と
コロナ対策を担当してきました。初動
時、ウイルス本態がよく分からない中
での武漢邦人救援やクルーズ船対応に
始まり、全国に波及する感染に対応す
るための医療体制確保に全力を尽くし
てきました。
　地球規模で感染は蔓延、わが国も緊
急事態宣言など、前例のない大規模な
行動制限を伴う社会政策により感染拡
大を抑制してきました。やがて各国の
対応は感染症対策とともに社会経済を
いかに両立させるかに重点が移ります。
パンデミック・ウイルスの特徴を適時
適切にとらえて、国民の生命・健康と
ともに国民生活・社会経済活動のダメー

ジを如何に抑えることができるのか。
国民の皆さん、そして医療・自治体な
どの関係者の理解と協力を得つつ、悩
みながら、出口への道のりを模索して
います。
　コロナパンデミックを通じて人々は
「社会を支える医療」の尊さとともに、
その危うさと抱える課題にも気づき始
めています。発熱外来のパンクやコロ
ナ病床の不足など、身近で起きた様々
な現象の克服には、かかりつけ医の在
り方をはじめ “人々” と “医療” との関
係を紡ぎ直す、長く地道な取組みが求
められているのです。
　批判されることが少なくない厚生労
働行政です。しかし、医療政策は行政
の中でも、関係プレイヤーが多く、極
めて難易度の高い分野と認識されてい
ます。平坦な道のりではありません。

しかし、そこには厳しさとともに、人々
の命を守り社会に貢献するという唯一
無二の価値がある　－　医師を志した
皆さんには共感して戴けるものと確信
しています。

社会を支える医療の仕組み創り

外部の専門家の方々

データを見て現場を意識しながら施策を立案する

　新型コロナウイルス感染症患者に対する医療提供体制に関する業務に携わっています。私はその中で
も、医療機関が報告してくださっているデータ等を活用した分析を行っていますが、数字だけに拘って
しまうことのないよう、現場のことを意識しながら、そして時に実際に現場の先生にご意見を聞きなが
ら仕事をするよう心がけています。また、第８次医療計画に関する業務も行っているため、新興感染症
の感染拡大時における医療提供体制等についても検討を行っており、中長期的な視点も必要となる、非
常にやりがいのある仕事だと感じています。 医政局
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情報を正しく把握し、わかりやすく伝えることの重要性

　今回のコロナ対応では、新型コロナワクチンについての知見が常にアップデートされてきたため、海
外の状況も含めてあらゆる情報を把握して、専門家の先生のご意見を伺いながら接種を進めてきました。
　また、ワクチンについては安全性・有効性についてわかりやすく説明し、国民の疑問に答えることが
必要です。コールセンターやQ&Aサイトでの案内の内容について、医学的に正しいだけではなく、一
般の方へのわかりやすさに注意しながら作成しています。
　医師としての知識・経験を生かせる、やりがいのある仕事です。 健康局

予防接種担当参事官室　主査

瀧　翔哉
T A K I  S h o y a

COVID-19対策と感染症危機管理の強化について

COVID-19 c o r o n a v i r u s

内閣官房
新型コロナウイルス感染症対策等推進室長
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医系技官が取り組むプロジェクト １　

新型コロナウィルスに立ち向かう

新型コロナウィルスのパンデミック発生から、３年が経過しました。求められる対
策は、状況に応じて刻々と変化しています。国民の生命・健康を守ると同時に国民
生活や社会経済活動への負担を軽減すること、また次なる健康危機への備えなど、
医系技官は厚労省や関係省庁において多くの重要な課題に取り組んでいます。


